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年度令和 5
八王子市

給与所得等に係る市民税・都民税　特別徴収税額の決定・変更通知書（特別徴収義務者用）

　地方税法第41条及び第321条の 4（第321条の6）第１項並びに八王子市市税賦課徴収条例第31条第１項の規定によって、令和
５年度給与所得等に係る市民税及び都民税の特別徴収税額を下記のとおり通知します。⑴　この通知書の記載事項に不服があ
る場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。⑵　こ
の特別徴収税額の決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して 6か月以内に
市を被告として（市長が被告の代表者となります｡）提起することができます。
　なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされています
が、①審査請求があった日の翌日から 3か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる
著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも
処分の取消しの訴えを提起することができます。
　⑶　⑴　の場合において、決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることはできません。
　⑷　⑵　の場合において、審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起
することはできません。

頁

特 別 徴 収 義 務 者 名 個人番号 又は 法人番号

※令和５年１月１日現在の住所を記載しております。

令和 年 月 日

J00105
H
C
A
151

192-0051

八王子　株式会社

1 132012

132012

a123

b456

楢原町100-100

南大沢2丁目100

楢原　太郎

南大沢　雄二

99-9901

7000
6600
6600
6600

1 八王子　株式会社

99-9901

99-9901 1320122

八王子市長

4300
4300
4300
4300

4300
4300
4300
4300

6600
5000
5000
5000

5000
5000
5000
5000

68400

5 108

6200
5100

34400

11300

所得税確定申告書により変更しました

給与特別徴収から普通徴収に切替ました。

普通徴収から特別徴収に切替えました。

18500
16000
10900
10900
15200
13600

13600
13600
13600
13600
13600
13600

166700

8

10

八王子市元本郷町3-24-1

11

99-9901

99-9901

4

3

d222

3
2
2
3
3

3
3
3
3
3
3

散田　勇気散田町3丁目103-2

720310
ノート注釈
720310 : Accepted

720310
引き出し線
この表に記載されている各税額は、今回の通知で変更になった方だけではなく、特別徴収を行っていただく納税義務者全員の合計です。

720310
引き出し線
同一課税年度内で税額や課税内容の変更、就職・退職等による特別徴収を行う納税義務者の異動があったときは、該当の方のみ通知書に記載されます。記載のない納税義務者については、前回までの通知のとおり特別徴収を行ってください。

720310
引き出し線
特別徴収への切替届出書や転勤の異動届出書により新たに特別徴収となる場合は、変更月から特別徴収を開始してください。




